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高崎市水道局及び下水道局会計規程第９４条第２項第２号の規定による公表 

契約件名 契約締結日 契約期間 契約金額 契約の相手方 契約締結の理由 所管課 

簡易水道水質検査業

務（倉渕地域） 

令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日～ 

令和 6年 3月 31 日 

599,379 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

倉渕支所 

農林建設課 

 

若田、剣崎浄水場及

び剣崎拡張用地除草

等業務 

令和 5年 4月 1日 令和 5年 4月 1日～ 

令和 6年 3月 22 日 

5,318,766 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

浄水課 

浄水場等除草業務 

（本庁管内） 

令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 2日～ 

令和 5年 11 月 30 日 

3,741,742 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

浄水課 

浄水場等除草業務

（箕郷地域） 

令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 2日～ 

令和 5年 10 月 31 日 

1,096,550 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

浄水課 
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契約件名 契約締結日 契約期間 契約金額 契約の相手方 契約締結の理由 所管課 

浄水場等除草業務 

（群馬地域） 

令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 2日～ 

令和 5年 10 月 31 日 

1,382,620 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

浄水課 

 

浄水場等除草業務

（榛名地域） 

令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 2日～ 

令和 5年 10 月 31 日 

1,101,076 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

浄水課 

 

浄水場等除草業務

（吉井地域） 

令和 5年 5月 1日 令和 5年 5月 2日～ 

令和 5年 10 月 31 日 

896,926 円 公益社団法人 

高崎市シルバー

人材センター 

高齢者等の雇用の安定等に関

する法律第３７条第２項に規

定するシルバー人材センター

で、市内に拠点があり、見積金

額が予定価格の範囲内であっ

たため。 

浄水課 

 

水道メーター分解業

務 

令和 5年 5月 22 日 令和 5年 5月 22 日～ 

令和 5年 10 月 31 日 

792,000 円 社会福祉法人 

高崎市社会福祉

協議会 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律に規定する障害福祉サー

ビス事業を行う施設を運営す

る法人で、市内に拠点があり、

見積額が予定価格の範囲内で

あること。 

料金課 

 


